
船舶事故等調査報告書 

                                    平成２３年３月３１日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１０仙第３３号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２２年１月９日 ０９時００分ごろ 

発生場所 福島県相馬市相馬港 

事故等調査の経過  平成２２年５月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

石材運搬船 第五十五勝
かつ

栄
えい

丸、４３１トン 

 １３２３０８、株式会社水嶋海事工業 

 乗組員等に関する情報 船長、五級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底及びプロペラに損傷 

 事故等の経過  本船は、船長ほか４人が乗り組み、相馬港内を２号ふ頭に向けて航行

中、平成２２年１月９日０９時００分ごろ、船尾船底に衝撃を受けた。 

本船は、直ちに停船して各部を点検したが、異常が認められなかったの

で、そのまま航行を続けて２号ふ頭に着岸した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西 風速 約２.０m/s 

海象：平穏、潮汐 高潮期  

 その他の事項 本船は、平成２２年１月１０日、潜水夫により船底及びプロペラに損傷

が発見されたが、船長がその後の航海には支障がないものと判断し、航海

を続けた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 本船は、相馬港内を航行中、船底に衝撃を受け

たものと考えられるが、通常の進路付近に本船が

乗り揚げるような浅所等がないこと、及び船長か

ら情報が十分に得られなかったため、乗揚に至る

状況を明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、本船が、相馬港内を航行中、浅所等に乗り揚げたことにより

発生したものと考えられる。 

 




